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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第一の基体上に酸化ゲルマニウム膜一層またはゲルマニウム膜と酸化ゲルマニウム膜の
二層からなる剥離層を形成する工程（ａ）と、
　前記剥離層の上に薄膜電子回路あるいは電子回路素子あるいはそれらの作製に必要な単
層または複数の層からなる膜構造の少なくとも一つを形成する工程（ｂ）と、
　前記膜構造上に、ガラス転移温度が１００℃以上２００℃以下、吸水率が０．１％以下
、引っ張りせん断強さが１０Ｎ／ｍｍ２以上、Ｔ型剥離接着強さが１Ｎ／ｍｍ２以上、線
膨張係数が１．０×１０－４以下である、エポキシ系あるいはアクリル系接着剤を用いて
第二の基体を接着して機能性基体を製造する工程（ｃ）と、
　前記機能性基体を純水または酸溶液またはそれらの蒸気中に浸漬する工程（ｄ）と、
　前記機能性基体の温度を変化させて前記機能性基体から前記剥離層を除去する工程（ｅ
）と、を含む、剥離層除去方法。
【請求項２】
　前記工程（ｄ）における純水または酸溶液またはそれらの蒸気が少なくとも４０℃以上
の第一の温度であり、かつ前記工程（ｅ）における前記機能性基体から前記剥離層を除去
する際の温度が前記第一の温度よりも２０℃以上低い第二の温度である、請求項１に記載
の剥離層除去方法。
【請求項３】
　前記工程（ｄ）及び前記工程（ｅ）を複数回繰り返すことを特徴とする、請求項１また
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は請求項２に記載の剥離層除去方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体素子および回路を形成する方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　単結晶シリコン表面に形成されるバイポーラ及びMOS型トランジスタは良好な特性を有
し、広く電子デバイスを構成する素子として用いられている。さらに、現在では素子サイ
ズの微細化に対応するため、シリコン表面に絶縁膜を介して作製された薄膜シリコン上に
トランジスタが作製されている。
【０００３】
　これらの素子形成は熱酸化法等１０００℃の高温の熱処理プロセス技術を基本としてい
る。最近、レーザ結晶化、プラズマＣＶＤ等比較的低温で、多結晶シリコン薄膜トランジ
スタ(poly-Si TFT)又はアモルファスシリコン薄膜トランジスタ(a-Si:H TFT)が作製でき
るようになった。
【０００４】
　上記薄膜トランジスタは、比較的低温とはいえ、依然として300℃以上のプロセス中で
作製されている。そのため、耐熱性のあるガラス基板上に作製されるのが一般的である。
ガラス基板は一般的に高価で、重くて、割れやすい欠点を有している。したがって、軽量
で、安価で、かつ多少の変形にも耐えられる基板の上にトランジスタを始めとする回路素
子が形成される技術が望まれている。さらには、大画面直視型ディスプレイの駆動回路へ
の薄膜トランジスタの応用が期待されており、大型基板処理技術の確立が必須となってい
る。
【０００５】
上記を解決する手段として、石英基板上に薄膜トランジスタ等のデバイスを形成し、これ
を耐熱性の低い樹脂性の基板上に転写する技術が開発されている。
【０００６】
　例えば良好な特性の半導体素子およびその回路を簡単な工程で、低温かつ高精度に基体
上に形成することを目的として、半導体回路を形成した膜構造を基体から剥離するための
剥離層を形成する技術が知られている（特許文献１参照）。
【０００７】
　また、大口径のSi基板上に有機金属気相成長法（MOCVD法）を用いて半導体結晶を形成
するに際し、この半導体層とSi基板との間に除去層を介在させ、素子作成を完了した後に
、エッチング等により除去層を溶解させて、半導体層をSi基板から剥離する技術が知られ
ている（特許文献２参照）。
【特許文献１】特開平１１－９７３５７号公報
【特許文献２】特開平５－１３６１７１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
しかしながら、従来の剥離、転写技術においては、除去層または剥離層をエッチング等に
よって除去するのにかなりの時間を必要とした。除去層または剥離層の厚みは大体１００
０nm～２００００nmであるが、基板となるシリコン基盤の直径が６インチ、８インチとな
るに従って、径中心部にまでエッチング液が含浸するのに時間がかかる。例えば、酸また
は純水によって、わずかな膜厚の断面を溶出しながら剥離を進行させるとすれば、80℃の
酸を用いる場合でも剥離速度は1μm/s程度のため、直径が６インチサイズの基板であって
も完全剥離には10時間以上要することになる。
【０００９】
一方、剥離手法による転写技術について、転写元である第１の基体上に酸化ゲルマニウム
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又はこれを含む物質からなる剥離層を形成し、その上部に薄膜電子回路または電子回路素
子あるいはそれらの作製に必要な単層又は複数の層からなる膜構造を形成し、転写先であ
る第２の基体を当該膜構造上に接着し、しかる後に当該剥離層中の酸化ゲルマニウムを除
去することで、膜構造を別の基体に転写する技術が存在する。
【００１０】
この転写プロセスでは、被転写層である薄膜電子回路あるいは電子回路素子あるいはそれ
らの作製に必要な単層又は複数の層からなる膜構造を第２の基体に接着するプロセスが含
まれている。その際にどのような種類の接着剤を使用するかによって、転写プロセス中に
おける被転写層へのダメージの度合いが異なり、ひいては転写プロセスによる被転写層の
歩留まりにも影響を与えることになる。
【００１１】
本発明は、被転写層と転写先基板との接着力の向上を図り、純水または酸溶液中での転写
プロセスにおいても十分な接着強度と適度な硬さを伴った接着剤を用いることによって、
薄膜電子回路素子にダメージをあたえることなく剥離し、良好な特性をもつ薄膜電子回路
を歩留まり良く、耐熱性のない基板上に転写することを目的としている。また、本発明は
被転写層と転写先基板との剥離を従来にくらべ短時間で可能とすることを目的としている
。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　かかる課題を解決するために、本発明は、基体上に酸化ゲルマニウム膜の剥離層、その
上に薄膜電子回路あるいは電子回路素子あるいはそれらの作製に必要な単層または複数の
層からなる膜構造の少なくとも一つを有し、当該膜構造上に樹脂系接着剤を用いて第２の
基体に接着した構造の機能性基体であることを特徴とする。
【００１３】
さらに本発明は、樹脂製接着剤として、ガラス転移温度が100℃以上、150℃以下、吸水率
が0.1%以下、引っ張りせん断強さ10N/mm2以上、T型剥離接着強さ1N/mm2以上、線膨張率1.
0×10-4以下であるエポキシ系あるいはアクリル系接着剤であることとを特徴とする。
【００１４】
　さらには、本発明は、上記機能性基体において、エポキシ系あるいはアクリル系接着層
と第２の基体の間にシリコーン樹脂、アクリル変成シリコーン樹脂あるいはエポキシ変成
シリコーン樹脂の弾性層を挿入した構造をもつ機能性基体であることを特徴とする。
【００１５】
　また本発明は、第一の基体上に酸化ゲルマニウム膜一層のみ、あるいはゲルマニウム膜
と酸化ゲルマニウム膜の二層からなる剥離層を有し、その上に薄膜電子回路あるいは電子
回路素子あるいはそれらの作製に必要な単層または複数の層からなる膜構造の少なくとも
一つを有し、当該膜構造上に第一の基体と異なる熱膨張係数を持つ単層あるいは複数の層
からなる接着層を有する機能性基体であることを特徴とする。
【００１６】
　さらに本発明は、第一の基体上に酸化ゲルマニウム膜一層のみ、あるいはゲルマニウム
膜と酸化ゲルマニウム膜の二層からなる剥離層を有し、その上に薄膜電子回路あるいは電
子回路素子あるいはそれらの作製に必要な単層または複数の層からなる膜構造の少なくと
も一つを有し、当該膜構造上に第一の基体と異なる熱膨張係数を持つ単層あるいは複数の
層からなる接着層とその接着層の上に第二の基体を有する機能性基体であることを特徴と
する。
【００１７】
　また本発明は、一定温度の酸または純水中またはそれらの蒸気中にて上記機能性基体を
保持する工程と、しかる後に上記機能性基体の温度を変化させることにより、第一の基体
と上記膜構造上の接着層との間にせん断方向応力を発生させる工程を含むことを特徴とす
る、機能性基体から上記剥離層を除去する方法である。
【００１８】
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　さらに本発明は、上記剥離層を除去する方法において、少なくとも40℃以上の酸あるい
は純水中またはそれらの蒸気中で上記機能性基体を保持する工程と、上記機能性基体を前
記剥離液温度よりも少なくとも20℃以上温度を下げて保持する工程を、一回または複数回
繰り返すことを特徴とする剥離層を除去する方法である。
【００１９】
　さらに本発明は、上記剥離層を除去する方法において、上記接着層のうち、当該膜構造
上に直接接する接着層はショアー硬度が70以上、ガラス転移温度が100℃以上、200℃以下
、吸水率が0.1%以下、引っ張りせん断強さ10N/mm2以上、熱膨張係数1.0×10-5以上である
ことを特徴とする剥離層を除去する方法である。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明による機能性基体、薄膜素子形成法及び剥離層を除去する方法によれば、良好な
特性の半導体電子回路素子をさらに歩留まり良く、耐熱性の低い基体の上に形成すること
が可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　本発明の機能性基体は、薄膜電子回路素子の作製に必要な、単層又は複数の層からなる
膜構造と、それらを支持する基体との間に酸化ゲルマニウムからなる剥離層を形成するこ
とによって達成される。さらに、当該膜構造を別の基体に接着することによって達成され
る。
【００２２】
　本発明の機能性基体は、薄膜電子回路素子の作製に必要な、単層又は複数の層からなる
膜構造を、それらを支持する基体から少なくとも一部を剥離することによって達成される
。さらに、当該膜構造を別の基体に接着することによって達成される。
【００２３】
　本発明の機能性基体は、薄膜電子回路素子の作製に必要な、単層又は複数の層からなる
膜構造と、それらを支持する基体との間に酸化ゲルマニウム膜一層のみ、あるいはゲルマ
ニウム膜と酸化ゲルマニウム膜の二層からなる剥離層を形成することによって達成される
。またさらに、当該膜構造を別の基体に接着することによって達成される。
【００２４】
　本発明の実施の形態に関して、図面を参照しながら説明する。
図１は、本発明の第一の実施の形態にかかる機能性基体（電子デバイス）の構造および製
造方法を示す図である。
【００２５】
　図１(a)に示すように、本発明の機能性基体は、第一の基体である石英またはガラス基
板１の上に酸化ゲルマニウム膜２が形成されるとともに、更にカバー膜３が形成され、こ
のカバー膜３の上に膜構造としての薄膜デバイス４が形成され、その薄膜デバイス4の上
面にエポキシあるいはアクリル系接着樹脂５で第二の基体である転写先基板６を貼り付け
た構造となっている。
【００２６】
　続いて図１(b)に示すように、浴槽８に純水または酸溶液７を溜め、その中に図１(a)の
機能性基体を入れる。このようにすれば、酸化ゲルマニウムが端部から純水または酸溶液
によってエッチングが開始され、酸化ゲルマニウムの一部又は全部が溶解する。また、カ
バー膜３とエポキシ接着層５が薄膜デバイス４と強く接着されていることにより、薄膜デ
バイス４は酸溶液７のダメージに曝されることが無い。これにより、第一の基体である絶
縁性基板１から薄膜デバイス４を容易に且つ歩留まり良く剥離できる。
【００２７】
「実施例１」
　図１(a)に示すように、6インチφの石英基板１の上に酸化ゲルマニウム膜２を厚さ１μ
ｍ成膜し、更にカバー膜として酸化シリコン膜３を厚さ0.2μｍ成膜し、その上にポリシ
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リコン膜からなる薄膜トランジスタアレイ４を形成し、その上部に加熱硬化型エポキシ接
着剤５を薄く塗布してポリエチレンフィルム６を貼り付けた。
【００２８】
　ここで酸化ゲルマニウム２は、ゲルマニウムをターゲットとして、アルゴンと酸素の混
合ガスを用いたスパッタリング法で成膜した。アルゴン流量40sccm、酸素流量20sccmの条
件にて成膜した。
【００２９】
また、薄膜トランジスタアレイ４は、熱ＣＶＤ法で成膜したアモルファスシリコンをエキ
シマレーザー照射で多結晶化したポリシリコン膜をベースとして作成した。
　続いて図1(b)に示すように、浴槽８に純水７を溜め、この浴槽全体を温度80℃を保つよ
う加熱した。実際の加熱には浴槽として耐熱ガラスでできたビーカーに純水を入れ、その
中に図１(a)に示す機能性基体を浸漬させ、ビーカー全体を湯煎にかけて加熱した。この
状態でおよそ４時間浸漬したところ、酸化ゲルマニウムはほぼ溶解して、石英基板からＰ
ＥＴフィルム付き薄膜トランジスタアレイ４を剥離することができた。
【００３０】
　このようにして得られた、薄膜トランジスタアレイ４をＰＥＴフィルム基板上６へ転写
した後のトランジスタ特性の電気的特性を、これらの処理をしないガラス基板上の初期の
トランジスタ特性とを比較したところ、ほとんど差が無く、良好な特性を有する薄膜デバ
イスを得ることができた。
【００３１】
「実施例２」
実施例１と同様に、6インチφの石英基板１の上に酸化ゲルマニウム膜２を厚さ１μｍ成
膜し、更にカバー膜として酸化シリコン膜３を厚さ0.2μｍ成膜し、その上にポリシリコ
ン膜からなる薄膜トランジスタアレイ４を形成した。
【００３２】
図２（a）を参照して説明する。
実施例１と異なる点は、薄膜トランジスタアレイ４の上部に熱硬化型エポキシ接着剤５を
ローラーで極薄に塗布して加熱硬化した後、さらにその上部に弾性接着剤５１を薄く塗り
転写先基板となるＰＥＴフィルム６を貼り付けた点である。　剥離層に用いた酸化ゲルマ
ニウムおよび薄膜トランジスタについては実施例１で示したものとまったく同じ製法かつ
同じ条件で作製した。
【００３３】
　このようにして得られた機能性基体を、80℃の純水中に浸漬させたところ、４時間後に
酸化ゲルマニウムはほぼ溶解して、石英基板からＰＥＴフィルム付き薄膜トランジスタア
レイ４を剥離することができた。
【００３４】
　このようにして得られた薄膜トランジスタアレイ４をＰＥＴフィルム基板上６へ転写し
た後のトランジスタ特性の電気的特性を、これらの処理をしないガラス基板上の初期のト
ランジスタ特性とを比較したところ、ほとんど差が無く、良好な特性を有する薄膜デバイ
スを得ることができた。
【００３５】
　「実施例３」
　　本発明の実施の形態に関して、さらに図面を参照しながら説明する。
図２は、本発明の第三の実施の形態にかかる機能性基体および電子デバイスの製造方法を
示す図である。
【００３６】
　図２(a)に示すように、石英またはガラス基板１の上に酸化ゲルマニウム膜２一層のみ
、あるいはゲルマニウム膜２１と酸化ゲルマニウム膜２の二層からなる剥離層を形成し、
更にカバー膜３を成膜し、その上に薄膜デバイス４を作製する。その後、薄膜デバイス４
の上面にエポキシ接着剤５を、薄く塗布し硬化させる。さらにその上部にシリコーンなど
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の弾性接着剤５１を用いて第二の基体である転写先基板６に接着する。
【００３７】
　続いて図２(b)に示すように、エッチング浴槽８に純水または酸溶液７を溜め、その中
に図２(a)に示す機能性基体を入れる。純水または酸溶液を40℃以上に保ち1～2時間浸漬
すると、図２（b）に示すように酸化ゲルマニウム膜２の外周部が数ミリ長にわたって溶
出し、その部分の剥離が起こる。次に図２(c)に示すように、浴槽から機能性基体を取り
出すと、80℃から室温に温度が変化するので、エポキシ硬化層５と石英基板１の線膨張率
の違いから石英基板１とエポキシ接着層５に挟まれた薄膜構造部に引っ張り応力が作用す
る。酸化ゲルマニウム膜２の溶出が進行しつつある箇所に、この力が作用すると溶出と剥
離が急速に進行する。このとき、エポキシ接着層５は比較的硬く、薄膜デバイス４と強く
接着されていることにより、剥離プロセス中に薄膜デバイス４がダメージを受けることな
く高速で剥離できる。
【００３８】
「実施例４」
　図２(a)に示すように、6インチφの石英基板１の上にゲルマニウム膜２１を厚さ200nm
、酸化ゲルマニウム膜２を厚さ１μｍ成膜し、更にカバー膜として酸化シリコン膜３を厚
さ0.2μｍ成膜し、その上にポリシリコン膜からなる薄膜トランジスタアレイ４を形成し
た。その上部に加熱硬化型エポキシ接着剤５を薄く塗布してホットプレート上で120℃、0
.5hで硬化させた。最後にシリコーン接着剤５１を用いて厚さ500μmのポリエチレンフィ
ルム６を接着した。
【００３９】
　ゲルマニウム膜２１および酸化ゲルマニウム膜２は、ゲルマニウムをターゲットとして
スパッタリング法により成膜した。ゲルマニウム膜２１に対してはアルゴンガス（流量：
40sccm）を、酸化ゲルマニウム膜２に対してはアルゴンと酸素の混合ガス（アルゴン流量
：40sccm、酸素流量：20sccm）をスパッタガスとして用いた。また、薄膜トランジスタア
レイ４は、熱ＣＶＤ法で成膜したアモルファスシリコンをエキシマレーザー照射で多結晶
化したポリシリコン膜をベースとして作成した。
【００４０】
　続いて図２(b)に示すように、温度の制御が可能なマグネット攪拌器の浴槽８に純水を
溜め、温度80℃を保つように置いた。その中に図２(a)の機能性基体を浸漬させた。500rp
mの回転で攪拌しながら1時間30分浸漬したところ、基板外周部付近の酸化ゲルマニウムが
溶解した。上記機能性基体を80℃の純水中から取り出し25℃の純水に浸漬したところ、酸
化ゲルマニウム層２の溶出に加えて、下層のゲルマニウム膜２１もところどころ石英基板
から剥がれ、きわめて短時間でダメージなくＰＥＴフィルム付き薄膜トランジスタアレイ
を剥離できた。
【００４１】
　石英基板上１の初期のトランジスタ特性と、石英基板から剥離したＰＥＴフィルム基板
上へ転写した後のトランジスタ特性を比較したところ、ほとんど差が無く、良好な特性を
有する薄膜デバイスを提供できた。
【００４２】
「実施例５」
実施例４とまったく同じ構造の6インチφの石英基板1をベースとした機能性基体を用意し
た。80℃の純水中に機能性基体を2時間浸漬させて酸化ゲルマニウム膜２の外周部を数ミ
リ溶出した後、室温雰囲気中に当該積層物を取り出し放置しておいた。取り出し後、剥離
が自発的に進み、2～3分後にＰＥＴフィルム付き薄膜トランジスタアレイが完全に剥離し
た。
【００４３】
　石英基板上の初期のトランジスタ特性と、石英基板から剥離したＰＥＴフィルム基板上
へ転写した後のトランジスタ特性を比較したところ、ほとんど差が無く、良好な特性を有
する薄膜デバイスを提供できた。
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【００４４】
「実施例６」
実施例３とまったく同じ構造の6インチφの石英基板1をベースとした機能性基体を80℃の
純水中に30分浸漬させて酸化ゲルマニウム膜２の外周部が1mm前後溶出したのを確認後、2
5℃の純水中に浸漬させて酸化ゲルマニウム膜２が大部分溶出したのを確認した。
【００４５】
その後、再度80℃の純水中に当該機能性基体をさらに30分放置し、その後25℃純水に浸漬
したところＰＥＴフィルム付き薄膜トランジスタアレイが完全に剥離した。
【００４６】
石英基板上の初期のトランジスタ特性と、石英基板から剥離したＰＥＴフィルム基板上へ
転写した後のトランジスタ特性とを比較したところ、ほとんど差が無く、良好な特性を有
する薄膜デバイスを得ることができた。
【００４７】
　このように、本発明の機能性基体の構成とすることにより、優れた特性を持つ半導体素
子、及びその回路が、種々の材料からなる基体上へ特性の劣化なしに転写することが可能
となる。また、本発明の剥離方法を用いることにより、従来よりも半分以下の時間で、ダ
メージを与えることなく薄膜電子回路素子を石英基盤（基体１）から剥離することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】本発明において、第一の基体上１に剥離層２、カバー膜３、被転写層（薄膜電子
回路素子）４、接着層５および第２の基体６の順に積層された機能性基体及び剥離プロセ
スを示した説明図である。
【図２】本発明において、第一の基体１上にゲルマニウム層２１、剥離層２、カバー膜３
、被転写層（薄膜電子回路素子）４、接着層５、第二の接着層５１および第２の基体６の
順に積層された機能性基体及び剥離プロセスを示した説明図である。
【符号の説明】
【００４９】
１　第一の基体
２　剥離層
３　カバー膜
４　被転写層
５　接着層
６　第二の基体
７　純水または酸溶液
８　エッチング浴槽（ビ－カー）
２１　ゲルマニウム層
５１　第二の接着層
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